
▲ 干場係長（右）に要請書を手交する橋

　 本議長（左）
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場
係
長
ら
が
対
応
し
た
。

　

最
初
に
橋
本
議
長
が
要
請
書

を
手
交
し
、
要
請
の
趣
旨
を
説

明
し
た
。
そ
の
後
、
干
場
係
長

が
次
の
通
り
回
答
し
た
。

　

①
自
治
体
は
、
公
の
施
設
に

求
め
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
水
準

と
費
用
の
負
担
を
考
え
、
そ
の

あ
り
方
を
十
分
に
整
理
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
指
定
管
理
者

と
協
定
を
結
ぶ
場
合
に
は
、
リ

ス
ク
分
担
に
つ
い
て
も
盛
り
込

む
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

②
指
定
管
理
者
が
労
働
法
令

を
遵
守
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ

と
。
引
き
続
き
、
そ
の
趣
旨
を

徹
底
し
て
い
き
た
い
。

　

③
指
定
管
理
者
制
度
に
関
わ

る
通
知
は
、
現
時
点
で
は
発
出

す
る
予
定
は
な
い
が
、
2010
年
通

知
の
趣
旨
を
徹
底
し
、
適
切
な

事
例
を
紹
介
す
る
な
ど
効
果
的

な
周
知
方
法
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。

　

回
答
に
対
し
て
全
国
幹
事

は
、
法
的
に
は
対
等
の
関
係
と

言
わ
れ
て
も
、
実
際
に
は
、
自

治
体
と
指
定
管
理
者
が
対
等
に

協
議
で
き
る
わ
け
が
な
い
。「
次

請
の
趣
旨
を
述
べ
、
続
い
て
、

厚
生
労
働
省
か
ら
回
答
が
あ
っ

た
。

　

①
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」

や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
労
働

法
の
施
行
状
況
の
確
認
を
積
極

的
に
行
う
な
ど
、
法
の
履
行
確

保
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

②
労
働
契
約
継
承
法
は
、
会

社
分
割
の
場
合
の
労
働
契
約
を

継
承
す
る
た
め
の
法
律
。
競
争

入
札
の
結
果
、
受
託
会
社
が
変

更
に
な
る
よ
う
な
場
合
は
、
対

象
と
な
っ
て
い
な
い
。
法
律
で

契
約
を
強
制
す
る
よ
う
な
こ
と

は
困
難
な
の
で
、
各
自
治
体
が

業
務
を
発
注
す
る
と
き
の
仕
様

書
に
努
力
義
務
と
し
て
盛
り
込

む
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

　

③
中
小
企
業
退
職
共
済
金
制

度
を
周
知
し
、
取
り
組
み
を
支

援
し
て
い
き
た
い
。

　

④
介
護
人
材
の
確
保
に
む
け

て
処
遇
改
善
は
重
要
。
今
後
は

次
期
報
酬
改
定
に
む
け
た
議
論

の
中
で
検
証
し
て
い
き
た
い
。

　

回
答
に
対
し
て
、
全
国
幹
事

は
、
制
度
の
内
容
や
現
在
の
運

営
状
況
な
ど
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、
今
後
の
見
直
し
の
時
期

や
方
向
性
を
質
問
し
、
職
場
の

実
態
や
課
題
を
伝
え
、
意
見
交

換
を
行
っ
た
。

総
務
省
、
厚
生
労
働
省
に
要
請
行
動

　

公
共
民
間
評
議
会
は
、
６
月
30
日
、
総
務
省
、
厚
生
労
働
省

に
要
請
書
を
提
出
し
、
委
託
先
職
場
、
指
定
管
理
者
職
場
、
福

祉
職
場
の
労
働
者
の
雇
用
安
定
と
労
働
条
件
改
善
を
要
請
し
た
。

 

総
務
省
要
請

　

６
月
30
日
、
総
務
省
で
実
施

し
た
。
総
務
省
か
ら
は
、
自
治

行
政
局
行
政
経
営
支
援
室
の
干

の
指
定
は
な
い
ぞ
」
と
言
わ
れ

て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
以
上
発
言

で
き
な
い
。

　

リ
ス
ク
分
担
に
つ
い
て
の
事

例
を
紹
介
し
て
欲
し
い
。
指
定

管
理
者
制
度
は
、
「
効
果
的
」

と
い
う
趣
旨
よ
り
も
「
効
率
的
」

と
い
う
こ
と
だ
け
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
、
コ
ス
ト
削
減
の

み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
現
場

の
実
態
を
訴
え
た
。

 

厚
生
労
働
省
要
請

　

６
月
30
日
、
厚
生
労
働
省
で

実
施
し
た
。
公
共
民
間
評
議
会

全
国
幹
事
に
加
え
て
、
門
﨑
社

会
福
祉
局
長
が
参
加
し
た
。
厚

生
労
働
省
か
ら
は
、
雇
用
環
境
・

均
等
局
、
労
働
基
準
局
、
職
業

安
定
局
、
老
健
局
の
担
当
者
ら

が
対
応
し
た
。

　

は
じ
め
に
、
橋
本
議
長
が
要

委
託
・
指
定
管
理
職
場
の
労
働
条
件
改
善
を▲ 横井係長（右）に要請書を手交する橋

　 本議長（左）



　

５
月
19
～
20
日
、
富
山
県
富

山
市
で
開
催
し
、
４
県
本
部
24

人
が
参
加
し
た
。

　

最
初
に
公
共
民
間
評
議
会
の

比
田
井
事
務
局
長
か
ら
、
労
働

法
制
や
労
使
交
渉
の
留
意
点
に

つ
い
て
講
義
を
受
け
た
。

　

そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
、
模
擬
団
体
交
渉
を
行
っ
た
。

架
空
の
「
公
益
財
団
法
人
」
の

組
合
執
行
部
の
設
定
で
、
「
人

員
確
保
」「
年
休
取
得
推
進
」「
不

払
い
残
業
手
当
の
支
給
」
な
ど

を
要
求
し
た
。

　

２
月
18
日
～
19
日
、
宮
城
県

仙
台
市
で
開
催
し
、
８
県
本
部

55
人
が
参
加
し
た
。

　

１
日
目
は
自
治
労
本
部
の
永

井
オ
ル
グ
か
ら
、
「
団
体
交
渉

の
意
義
」
に
つ
い
て
講
義
を
受

け
、
グ
ル
ー
プ
討
議
で
要
求
書

の
作
成
を
行
っ
た
。

　

２
日
目
は
各
グ
ル
ー
プ
で
模

擬
団
交
を
行
い
、
永
井
オ
ル
グ

か
ら
ポ
イ
ン
ト
の
解
説
や
助
言

を
受
け
た
。

　

５
月
20
日
、
岡
山
市
の
ホ
テ

ル
か
ら
全
面
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
配
信
し
、

５
県
本
部
32
人
が
参
加
し
た
。

　

茅
原
副
議
長
の
あ
い
さ
つ
に

続
い
て
、
自
治
労
本
部
の
槌
田

オ
ル
グ
が
「
時
間
外
労
働
」、「
労

働
協
約
」、「
不
当
労
働
行
為
」

に
つ
い
て
解
説
し
た
。

　

続
い
て
、
地
連
幹
事
が
代
表

し
て
模
擬
団
体
交
渉
を
行
い
中

継
し
た
。「
時
間
外
労
働
の
縮

減
と
適
正
な
手
当
の
支
払
い
」

「
業
務
量
に
み
あ
っ
た
人
員
確

保
」
な
ど
を
要
求
し
解
説
し
た
。

北
信
地
連

２
模
擬
団
交
で
幹
事
を
圧
倒

四
国
地
連

４
２
回
の
模
擬
団
交
を
実
施

中
国
地
連

３幹
事
の
団
交
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
配
信

北
海
道
・
東
北
地
連

１「
団
体
交
渉
の
意
義
」を
学
習

　

２
月
28
日
～
29
日
、
香
川
県

高
松
市
で
開
催
し
、
４
県
本
部

28
人
が
参
加
し
た
。

　

自
治
労
本
部
の
槌
田
オ
ル
グ

を
講
師
に
、
１
日
目
は
地
連
幹

事
に
よ
る
模
擬
団
体
交
渉
を
実

演
し
、
参
加
者
は
グ
ル
ー
プ
で

問
題
点
等
を
話
し
合
い
、
槌
田

オ
ル
グ
が
ポ
イ
ン
ト
を
分
か
り

や
す
く
説
明
し
た
。

　

２
日
目
は
参
加
者
と
地
連
幹

事
に
よ
る
模
擬
団
体
交
渉
を
行

い
、
交
渉
の
進
め
方
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
た
。

労働法制を学び、団体交渉を体験
北海道・東北、北信、中国、四国

地連別の交渉力アップセミナーを実施


